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令和２年６月３日（水）午後５時30分～ 

大阪広域環境施設組合 あべのルシアス11階 会議室Ａ 

環境施設組合事務局長以下、大阪市従業員労働組合執行委員長以下との本交渉

議事録 

 

（労働組合） 

市従は、５月18日の団体交渉で、2020年度夏季手当要求の申し入れを行い、

環境施設組合として独自性、主体性を発揮し、労働協約に基づき、労使合意を

基本に誠意もって交渉を行うよう求めてきた。 

本日は、市従の申し入れに対する環境施設組合としての具体的な回答を示さ

れたい。 

 

（環境施設組合） 

夏季手当について、次のとおり回答する。 

まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.300月とする。

勤勉手当については原資を0.95月としたうえで、昨年度の人事考課における 

相対評価区分に応じ、第１から第３区分の者には0.95月プラス割増支給、第４ 

区分の者には0.906月、第５区分の者には0.862月を支給する。 

割増支給の配分についてであるが、原資月数と第４・第５区分の月数との 

差にかかる原資は第１・第２区分の者に２対１の割合で配分し、扶養手当にか 

かる原資は第１から第３区分の者に６対４対１の割合で配分する。 

なお、人事評価基準日である３月31日の級と勤勉手当基準日である６月１日 

の級が異なる者については、懲戒処分等があった場合を除き、第３区分の月数 

とする。 

次に、再任用職員についてであるが、期末手当は0.725月とする。勤勉手当 

は原資を0.45月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応

じ、第１・第２区分の者には0.45月プラス割増支給、第３区分の者には0.45

月、第４区分の者には0.428月、第５区分の者には0.405月を支給する。 

割増支給の配分についてであるが、原資月数と第４・第５区分の月数との差 

にかかる原資は第１・第２区分の者に２対１の割合で配分する。 

なお、今年度から再任用職員になった者については、第３区分の月数とす

る。 
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次に支給日についてであるが、６月30日、火曜日とする。 

なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当につ 

いては、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定めら 

れている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきた

い。 

以上が、大阪市の動向を見据えたうえでの、夏季手当についての回答である 

のでよろしくお願いする。 

 

（労働組合） 

ただ今、事務局長より、市従の2020年度夏季手当要求に対する回答が示され

た。 

回答内容については、5月27日の市労連と大阪市とで行われた「2020年夏期

一時金」に関わる、第２回団体交渉を踏まえたものと認識するところであるが

「相対評価結果に基づく昇給制度および勤勉手当制度」については、組合員か

ら納得が得られない制度であるとともに、市労連と大阪市との労使交渉におい

て、合意には至っていない。 

市従としても、相対評価の導入は公務に馴染まない制度であると認識してお

り、相対評価結果に基づく給与反映は行うべきでないことを、この間、繰り返

し指摘してきたところである。市従は、環境施設組合に働く組合員の賃金及び

勤務労働条件については、大阪市の水準を確保しつつ、独自性を持って対処す

るべきであると考える。環境施設組合として運営そのものを自立して行ってい

ることからも、相対評価に基づく給与及び勤勉手当への反映については再考す

べきである。環境施設組合としての認識を示されたい。 

また、2012年に実施された給与制度改革により、多くの組合員が最高号給に

到達していることから「働きがい・やりがい」をもてるよう、現在の給料表を

抜本的に見直したうえで、昇給・昇格条件の改善を含めた総合的な人事・給与

制度の構築を、市従として、都度の交渉において強く求めてきたところであ

る。申し入れの際にも申し上げたが、現在の新型コロナウイルス感染症拡大

に、終息の目途が立っていない中、組合員は不安を抱えながらも、環境施設組

合の職員として、市民生活の安全・安心を守るため、責任と誇りを持って業務
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にあたってきている。環境施設組合として主体性を発揮し、総合的な人事・給

与制度を確立するよう、改めて強く要請しておく。 

 

（環境施設組合） 

ただいま委員長から、「相対評価結果に基づく昇給制度および勤勉手当制

度」についてご指摘があったが、この間、職員の頑張りや実績に報い、執務意

欲の向上に資するよう、昇給制度、勤勉手当制度を運用してきたところであ

り、あくまで大阪市の動向を見据えたうえで、必要に応じて条例改正等を実施

し、改善を図っていく所存であることから、ご指摘のあった点においても、大

阪市と同様に取り扱うことが大前提であると考えているので、ご理解賜りた

い。 

また、同じくご指摘のあった「総合的な人事・給与制度の確立」についてで

あるが、大阪市人事委員会が「号級の増設は慎重に検討する必要がある」との

意見を示し、大阪市も、人事委員会の意見を注視し、引き続き検討していくと

の見解であった。 

環境施設組合としても、大阪市と同水準の勤務条件の確保を大前提とし、あ

くまで大阪市の動向を見据えたうえで、必要に応じて条例改正等を実施し、改

善を図っていく所存であるので、ご理解賜りたい。 

 

（労働組合） 

ただ今、事務局長より、大阪市と同水準の勤務条件の確保を大前提とし、改

善を図っていくとの考え方が示された。 

この間の交渉でも指摘してきたが、組合員は、給与水準や勤務労働条件が厳

しい状況下にあっても、質の高い公共サービスを提供するため、昼夜を問わず

各現場で創意工夫を重ね、環境施設組合の職員としての自覚と誇り、責任を持

ち、円滑で安定した事業運営に努めている。先ほども指摘したが、組合員の

「働きがい・やりがい」を高めていくためにも相対評価結果に基づく給与反映

は行うべきでない。また、総合的な人事・給与制度の確立は、組合員の勤務意
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欲向上に繋がる重要な課題であることから、環境施設組合として、主体的に検

討を行うよう改めて求めておく。 

本日、環境施設組合より示された、2020年度夏季手当要求に対する回答内容

については、市従組合員の厳しい生活実態からすると満足できるものではない

が、市労連と大阪市との間で行われた「2020年度夏期一時金」にかかる交渉経

過や、至っている状況などを踏まえ、一定判断せざるを得ないものと考える。 

今後、環境施設組合として、市民が快適な生活を送れるよう、各現場で努力

している市従組合員の役割と実績をしっかりと受け止め、独自性・主体性をも

って先程指摘した問題点の検証を行うなど、勤務労働条件の改善に向け、誠意

ある対応を行うよう強く求め、環境施設組合の回答を基本的に了解することと

し、本日の交渉を終了する。 

 

 


